
 

令和８年度 人手不足対策理解増進普及事業業務委託 企画提案仕様書 

 

１ 委託業務名 

「人手不足対策理解増進普及事業」業務委託 

 

２ 業務の目的 

本業務は、令和６年９月 19 日に策定した「人手不足対策アクションプラン」の主要

指標の目標値達成のため、セミナー等の開催により、先進的な人手不足対策の取組や県

内企業の好事例等を広く共有すること等により、県内企業等が人手不足対策に対する理

解を深め、各支援策を活用しながら、独自に具体的な人手不足対策を講じるようを促す

ことを目的としている。 

 

３ 委託契約期間 

契約締結の日から令和８年 12月 31 日（予定） 

 

４ 委託業務の内容 

⑴ セミナー等の開催 

先進的な人手不足対策に関する取組や、県内企業の好事例の紹介等について、セミ

ナーやワークショップ形式による研修等を年４回以上実施する。 

また、セミナー等において、参加者に対し、人手不足対策アクションプランＷｅｂ

サイト「ＯＡＳＩＳ」（以下「ＯＡＳＩＳ」という。）を周知する。 

① 実施時期 

令和８年６月頃～令和８年 12月頃（年４回以上） 

※５(1)に定める活動指標の達成度合に応じて、追加セミナー等を実施し、目標

達成に努めること。 

② 開催場所及び開催形式 

沖縄本島中南部地域はもとより、本島北部地域及び離島地域の県内企業等が参加

できるよう、開催場所、開催形式等を工夫すること。 

③ 対象企業 

県内に本社又は事業所がある法人又は個人事業者 

④ 1回あたりの参加企業数 

20 社程度 

⑤ 内容 

人手不足対策として効果的なテーマ等を提案し、セミナー等を実施する。 

セミナー等のプラグラムにおいて、沖縄県が実施するＯＡＳＩＳの活用方法等の

時間を設けること。 

  ⑥ セミナー等参加者に対する支援 

    セミナー参加者からの問い合わせ等に対し、助言、専門機関への案内を行うなど



後方支援を実施すること。 

【セミナー等の対象テーマ例】 

〇労働人材の確保 

・キャリアパスの提示について 

・アルムナイ採用の導入について 

・アウトソーシング可能業務の整理やアウトソーシング先の選定について 等 

〇人材育成 

・人的資本経営による企業価値向上について 

・リスキリング体制の整備について 

・賃上げと人材育成について 等 

〇生産性向上 

・設備等の導入目的、目標の設定について 

・現行業務の棚卸、課題の整理、徹底的なムダな業務の排除について 

・賃上げや設備投資と生産性向上の相関関係について 等 

⑵ セミナー等の案内 

① ＯＡＳＩＳ、ＳＮＳ、メール配信、新聞・ラジオ等のメディア広告、パブリシテ

ィ等の活用による周知案内を実施すること。 

② 国、県、市町村及び関係団体等と連携し、県内企業等に幅広く周知すること。 

③ 「所得向上応援企業認証制度」、「人材育成企業認証制度」、「ワーク・ライフ・バ

ランス企業認証制度」「経営革新認証制度」等の認証企業に対し、セミナー等開催

の案内を必ず行うこと。 

④ セミナー等の内容、開催時期、会場、講師等について検討し、参加率が向上する

よう努めること。 

⑶ アンケート実施 

セミナー等終了後に、以下の①～④を含む項目について、アンケート調査を実施す

るとともに、アンケート結果を次回以降のセミナー等に反映させること。 

① 関心度 

② 理解度 

③ 希望するテーマ（人手不足対策関係に限る） 

④ 意見・感想等の自由記述  等 

⑷ その他、本業務の実施効果を高めるにあたり、効果的と考えられる新たな業務につ

いて、見積限度額の範囲内で企画提案することを認める。 

 

５ 活動指標及び成果目標 

⑴ 活動指標 

活動指標 目標値 

セミナー等への参加企業数(年間) 延べ 80 社以上 

 



⑵ 成果指標 

県内企業等が、独自で具体的な人手不足対策を講じることを目的に、本業務を効果

的に実施するため、どのような成果指標を設定したらよいか、及び、その測定方法と

併せて提案すること。 

 

６ 業務遂行状況の報告等 

業務の遂行状況や業務内容等に関する打ち合わせを実施する。 

原則、セミナー等を実施する場合は、セミナー等開催日から２か月以上前にセミナー

等の内容について、沖縄県に確認すること。 

セミナー等開催後は、申し込み件数、参加人数及びアンケート結果について、沖縄県

に報告すること。 

また、その他、必要に応じて随時実施する。 

 

 

７ 受託者における経費の計上及び限度額 

各経費は税抜価格とし、別途消費税を併記して提出するとともに、予算の範囲内で見

積もること。経費の費目については以下の内容とし、月数、回数、個数等、見積条件が

わかるよう明記するとともに、経費ごとに設定単価の根拠となる基準表等を添付するこ

と。 

⑴ 人件費 

⑵ 事業費 

① 報償費  

外部有識者、専門家等への謝金。 

② 旅費  

業務従事者の出張又は専門家等招聘に係る経費。 

③ 需用費 

業務を行うために必要な物品（ただし、当該業務のみで使用されることが確認で

きるもの）の購入に要する経費や、業務で使用するパンフレット・リーフレット、

事業成果報告書等の印刷製本（外部発注を除く。）に関する経費等。 

④ 使用料及び賃借料 

業務を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 

や、業務を行うために必要な会議等に要する会場借料等。 

⑤ その他必要経費 

業務を行うために必要な経費のうち、当該業務のために使用されることが特定・

確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの。 

⑶ 再委託費（※原則制限されるが、沖縄県の承認を得た場合のみ認められる） 

業務を行うのに必要な経費であり、受託者が直接実施することができないもの又は

適当でないものの一部を委託するのに必要な経費であり、沖縄県の承認を得たものに



限る。 

⑷ 一般管理費（諸経費） 

経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて

一定割合の支払を認められた経費（（1）人件費＋(2)事業費）×10/100 以内で計上す

る。小数点以下切り捨て。） 

⑸ 消費税 

（⑴人件費＋⑵事業費＋⑶再委託費＋⑷一般管理費）×消費税率 

 

８ 委託業務の経理 

本業務は、業務完了時に、契約額の範囲内で、業務の実施に要した経費を精算するも

のであるため、次の事項に留意して経理を行うこと。 

⑴ 委託業務が完了した際には、経費報告書を提出すること。 

⑵ 委託業務に係る支出には、全て、支出額、支出先、支出目的を明らかにする証拠書

類（領収書や納品書等、人件費については出勤簿や業務日誌等）が必要であり、精算

の際には沖縄県がそれらの証拠書類を検査した上で支払うものであること。 

⑶ 委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の業務と明確  に区分して

記載するとともに、常に状況を明らかにしておくこと。 

⑷ 委託業務に係る支出の証拠書類及び会計帳簿は、委託業務が完了した 年度の属す

る翌年度から５年間、いつでも閲覧に供せるよう整理し保管しておくこと。 

⑸ 委託料の支払いについては、精算払いを原則とし、必要に応じて概算 払いに応じ

るものであること。ただし、概算払いを希望する場合は、年間の事業計画に即して概

算払請求計画書（様式任意）を作成し、契約締結までに沖縄県に提示すること。 

⑹ 委託業務の実施に当たって、財産の取得は原則として認めない。 

⑺ 委託料として計上できない経費（事業内容に応じて削除） 

ア 建物等施設に関する経費 

イ 業務内容に照らして当然備えるべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、

事務機器等） 

ウ 業務実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

エ その他、業務に関係のない経費 

⑻ 自社調達の利益排除について 

対象経費に受託者の自社製品の調達等に係る経費がある場合には、調達価格に含ま

れる利益を排除する必要があることから、自社調達を予定している場合はその内容を

明らかにし、原価（当該調達品の製造原価など※）をもって対象経費に計上するこ

と。 

 

９ 成果物 

⑴ 成果報告書 ２部（正本１部、副本１部）及び電子データ 

業務による成果を明らかにするための報告書を作成すること。 



⑵ 経費報告書 ２部（正本１部、副本１部）及び電子データ  

業務に要した経費を明らかにするための報告書を作成すること。 

⑶ 本業務により得られた成果物、資料、情報等は、沖縄県の許可なく他に公表、貸

与、使用、複写、漏えいしてはならない。 

⑷ 業務完了後に、受託者の責に帰すべき理由による成果物の不良個所があった場合

は、速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者

の負担とする。 

⑸ 成果物の著作権及び所有権は、沖縄県に帰属するものとする。ただし、本業務に当

たり、成果物は公開を前提としており、第三者の著作権等その他の権利に抵触するも

のについては、受託者の費用をもって処理するものとする。 

⑹ 成果物に係る著作者人格権を行使しないこと。 

 

10 再委託の制限 

⑴ 一括再委託の禁止等 

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができ

ない。 

また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その履行を

第三者に委任し、又は請負わせることができない。 

ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める

場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 

○契約の主たる部分 

・契約金額の 50 ％を超える業務 

・企画判断､管理運営､指導監督､確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務 

⑵ 再委託の相手方の制限 

本業務の企画提案公募に参加した他の者に契約の履行を委任し、又は請負わせるこ

とはできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関

係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 

⑶ 再委託の範囲 

本業務の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業

務等の範囲は以下のとおりとする。 

○再委託により履行することのできる業務の範囲 

・チラシ・ポスター等広報物の制作 

・資料の収集・整理 

・複写・印刷・製本 

・原稿・データの入力及び集計 

・その他単純作業的な業務であって、安易かつ簡易なもの 

⑷ 再委託の承認 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面に



よる沖縄県の承認を得なければならない。 

ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせる

ときはこの限りでない。 

○その他、簡易な業務 

・チラシ・ポスター等広報物の制作 

・資料の収集・整理 

・複写・印刷・製本 

・原稿・データの入力及び集計 

その他単純作業的な業務であって、安易かつ簡易なもの 

 

11 その他 

⑴ 本仕様書の内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約の仕様

書とは異なる場合がある。 

⑵ 沖縄県と協議の上、業務を実施するものとし、選定された企画提案の内容のすべて

を実施することを保証するものではないこと。 

⑶ 本仕様書に定める事項について生じた疑義又は定めのない事項については、沖縄県

及び受託者で協議の上、定めることとする。 


